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１．序論

 近年、ディープラーニング（深層学習）の飛躍的
な進歩により、AIは日常生活の様々な場面で応用さ
れている。そして、これまで自然人の領分とされて

きた創作活動をAIが行う事例が増え始め、それに伴
う創作物の保護の在り方についても注目が集まって
いる。
 政府は、2015年よりAI創作物の知的財産法上の取
り扱いについて本格的に議論を始めた。現在の知的
財産法の下では、AIが自律的に創作した創作物は
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保護の対象外とされている。しかし、このような創
作物は今後数多く発生すると考えられる。そのため、
その保護の要否や、問題点に関して、検討委員会に
よる報告書１がまとめられた。
 ところが、当該報告書においては、AIそのものの
仕組みは一切考慮されておらず、いわゆるブラック
ボックスとして扱われている。実際、「人工知能」や

「AI」という言葉には明確な定義は存在せず、研究
者によって異なる。いわば言葉だけが独り歩きして
いる状態であり、「AIが発明をする」行為が具体的
にはどのような行為なのかについては甚だ不明確で
ある。
 そこで本稿においては、AIの本質的な機能と役割、
自然人とAIとの関わりといった点に着目し、AIと
は一体何なのかについて明らかにしながら、AIが発
明する行為によって生み出される発明の保護の在り
方について、特許法の観点から議論を行う。
 なお、本稿では、「AIに係る発明（創作）」という
言葉を用いる。発明に対するAIの寄与の程度は発明
により異なるため、その寄与の程度の全てを包括す
る表現として、この用語を定義するものである。

２．現行法における運用・取り扱い・学説

２．１　政府等による見解

図１は、AI創作物を巡る現行の知的財産制度の
運用について示したものである。この図では、３
つの場合に分けて検討している。 

（a） 自然人による創作
自然人が創作者（発明者、著作者等）であり、

その創作についてはその自然人に権利が発生す
る。

（b） AIによる創作
AIが自律的に創作を行った場合であり、自然

人が創作的寄与とは言えない何らかの寄与（「○
○を作って」という働きかけをする、AIのイン
ターフェイス上にある「創作」ボタンを押す、
等）しか行わない状況を想定している。

この場合、著作物に関しては、「思想又は感
情を創作的に表現したもの」（著作権法２条１
項）に該当しないため、著作権は発生しない。

発明についても、自然人は「産業上利用するこ
とができる発明をした者」（特許法29条１項柱
書）に該当しないため、特許等の対象とならな
い。

（c） AIを道具として利用した創作
自然人がAIに対して創作意図及び創作的寄与

を与えたときには、自然人が単にAIを道具とし
て利用しているにすぎないことから、（a）同様
その自然人に権利が発生する。
なお、この図は文化庁著作権委員会で最初に提

示されたものであり、技術や発明は生成物として
考慮されていない。しかし、今回の報告書１の中
では、それらもAI創作物として考慮されている。
そのため、本稿における検討に際し、この図に基
づいて検討を進めることに差し障りはないと考え
る。

２．２　海外における先行研究

米国において、発明の着想に関し、「『着想』と
言うには、発明者は自身が何を発明したのかを正
しく認識している必要があり、正しく認識されて
いない偶然の重複が発生した時点では、発明は存
在したことになるものの、認識はされていない。
したがって、発明の着想日は、偶然に発明が完成
した日ではなく、それを明確に発明であると認識
した日である。」と判示した事例がある２。

この判例から、発明の着想には“recognition”
と“appreciation”が同時に発生することが必要
とされる（Conception requires contemporaneous 
recognition and appreciation of the invention）こ
とが示唆される。この２つの単語は、日本語では
どちらも「認識」と訳されるが、前者は「存在」

図１　現行制度上のAI創作物の取り扱い１


